
号

外

一�
平

成
三
十
一
年

四

月
二
十
六
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

文
化
伝
承
課)

二

○
岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

子
ど
も
家
庭
課)

二

○
岐
阜
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

七

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

七

告

示

○
豚
コ
レ
ラ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
家
畜
の
種
類
並
び
に
指
定

家
畜
等
の
移
動
及
び
移
出
の
禁
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
廃

止

(

家
畜
防
疫
対
策
課)

七

○
豚
コ
レ
ラ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
家
畜
の
種
類
並
び
に
指
定

家
畜
等
の
移
動
及
び
移
出
の
禁
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

同

)
七

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

八

○
長
良
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
の
変
更

(

河

川

課)

八

○
各
務
原
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

八

○
統
轄
店
、
集
中
店
及
び
主
管
取
扱
店
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

出
納
管
理
課)

九

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

九

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

九

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

九

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

教
育
総
務
課)

一
〇
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○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日



規

則

年
月

日

１
明
治
２
大
正
３
昭
和
４
平
成
年

月
日

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
八
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
八
条
第
一
項
中｢

危
機
管
理
部｣

の
下
に｢
、
環
境
生
活
部｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

健

康
福
祉
部｣

を｢

環
境
生
活
部
、
健
康
福
祉
部｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
九
号

岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
号

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成31年４月26日 ( )２



( ) 平成31年４月26日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成31年４月26日 ( )４



( ) 平成31年４月26日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成31年４月26日 ( )６



産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

総
務
課
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
一
号

岐
阜
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

岐
阜
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
二
十
九
年
岐
阜

県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中

｢平
成
｣

を
削
り
、｢第

四
条
第
一
項
第
一
号
｣

を
｢第
４
条
第
１
項
第
１
号
｣

に
、

｢第
一
条
第
一
項
｣

を

｢第
１
条
第
１
項
｣

に
、｢別

記
様
式
第
一
第
二
面
か
ら
第
五
面
ま
で
｣

を

｢別
記
様
式
第
１
第
２
面
か
ら
第
５
面
ま
で
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
二
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
工
業
技
術
研
究
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
情
報
技
術
研
究
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
号

豚
コ
レ
ラ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
家
畜
の
種
類
並
び
に
指
定
家
畜
等
の
移
動
及
び
移
出
の
禁

止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
四
号)

は
、
平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
八
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

豚
コ
レ
ラ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
家
畜
の
種
類
並
び
に
指
定
家
畜
等
の
移
動
及
び
移
出
の
禁

止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

移
動
を
禁
止
す
る
区
域

恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
、
長
島
町
鍋
山
、
三
郷
町
佐
々
良
木
、
三
郷
町
野
井
、
三
郷
町
椋
実
及
び

山
岡
町
久
保
原

( ) 平成31年４月26日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

高

山

清

見
線

路
線
名

区

間

高
山
市
清
見
町
坂
下
字
井
ノ

上
洞
九
六
〇
番
三
七
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字
同

九
六
〇
番
三
八
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

国

府

見

座
線

高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
字
中
野
二
二

〇
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
舟
橋
二
四

五
二
番
三
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･�･��
平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

長
良
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
百
六
十
七
号)

第

十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
当
該
河
川
整
備
計
画
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
、
岐
阜

県
美
濃
土
木
事
務
所
、
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
各
務
原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
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岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

統
轄
店
、
集
中
店
及
び
主
管
取
扱
店
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
蘇
原
支
店
の
項
中｢
情
報
技
術
研
究
所
、｣

を
削
り
、
同
表
関
支
店
の
項
中｢

工
業
技
術
研
究

所
、
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー｣

を｢
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
三
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
十
五
号
中｢

部
長｣

の
下
に｢(

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
部
門
長)｣

を

加
え
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中｢

部
長｣

の
下
に｢(

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
部
門
長)｣

を
加

え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
中｢

部
長｣

の
下
に｢(

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
部
門
長)｣

を
加

え
る
。

別
表
第
一
工
業
技
術
研
究
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

産
総

別
表
第
一
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
情
報
技
術
研
究
所
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
中｢
平
成｣

を｢

令
和｣

に
、｢

か
ら
廃
止
す
る｣

を｢

限
り
廃
止
す
る｣

に
、｢平

成
｣

を｢令
和
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程(

平
成
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢平

成
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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